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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 手続きが必要なものは、次の２つ

基礎情報届出書
基目的目的：一般用電気工作物は、電気主任技術者の選任が不要ではあるものの、

保安を担保するため、電気主任技術者選任に代わる体制を敷くもの

基根拠条文：電気事業法第４６条・電気事業法施行規則第５７条・５８条

使用前自己確認結果届出書
基目的目的：工事計画届出が不要であっても、自主保安の観点から必要な内容

（使用前自主検査と同等）を自ら確認することを促すもの

基根拠条文：電気事業法第５１条の２・電気事業法施行規則第７４条～７８条
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書：電気事業法施行規則第５７条に則り確認する

一 小規模事業用電気工作物を設置する者の氏名
おお又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 小規模事業用電気工作物を設置する者の電話番号、
おお電子メールアドレスその他の連絡先

三 小規模事業用電気工作物の設置の場所、原動力の種類及び出力

四 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
おお保安の監督に係る業務を担当する者
おお（当該業務を委託する場合にあっては、その委託先。次号において同じ。）
おおの氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務
おおを担当する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

六 小規模事業用電気工作物の点検の頻度
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書（保安ネット）

一 小規模事業用電気工作物を設置する者の氏名
おお又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 小規模事業用電気工作物を設置する者の電話番号、
おお電子メールアドレスその他の連絡先



5

小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書（保安ネット）

三 小規模事業用電気工作物の設置の場所、原動力の種類及び出力
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書（保安ネット）

四 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
おお保安の監督に係る業務を担当する者
おお（当該業務を委託する場合にあっては、その委託先。次号において同じ。）
おおの氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務
おおを担当する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

六 小規模事業用電気工作物の点検の頻度
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書における点検頻度の例
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 基礎情報届出書（紙） 電気事業法施行規則第５７条に則る
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書：電気事業法施行規則第７８条に則り確認する

一 使用前自己確認を行った年月日
二 使用前自己確認の対象
三 使用前自己確認の方法
四 使用前自己確認の結果
五 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者
（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。）の氏名
六 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、
その設置者が使用前自己確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、
その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
七 使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
八 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる
電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類
（別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる
電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第三の第一号の（六）及び
（七）の下欄に掲げる添付書類を除く。）
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（保安ネット）

五 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者
（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。）の氏名
六 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、
その設置者が使用前自己確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、
その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（保安ネット）

一 使用前自己確認を行った年月日
二 使用前自己確認の対象
三 使用前自己確認の方法
四 使用前自己確認の結果
五 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（保安ネット）

八 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる
電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類
（別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる
電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第三の第一号の（六）及び
（七）の下欄に掲げる添付書類を除く。）
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 別紙：具体的な確認を行う
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 別紙：具体的な確認を行う

具体的な確認内容は下記アドレスを参照

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/
files/20240328shiyoumaekensakaishaku.pdf

太陽電池発電所は
１Ｐ３９～Ｐ４４、別添資料Ｐ９～Ｐ１３
（太陽電池発電設備もここで確認する）

風力発電所は
１Ｐ４５～Ｐ４９、別添資料Ｐ１４～Ｐ１７
（風力発電設備もここで確認する）

ページは法改正によって変わるため、
常に最新のものを確認してください
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る
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小規模事業用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る

他に添付が必要なもの

／主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図

／発電方式に関する説明書

／（必要に応じて）
／／許可（砂防、地すべりなど）を受けたところに従って行われたことを示す書類
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 手続きが必要なものは１つ

基礎情報届出書
基目的目的：一般用電気工作物は、電気主任技術者の選任が不要ではあるものの、

保安を担保するため、電気主任技術者選任に代わる体制を敷くもの

基根拠条文：電気事業法第４６条・電気事業法施行規則第５７条・５８条

使用前自己確認結果届出書
基目的目的：工事計画届出が不要であっても、自主保安の観点から必要な内容

（使用前自主検査と同等）を自ら確認することを促すもの

基根拠条文：電気事業法第５１条の２・電気事業法施行規則第７４条～７８条

基礎情報届出書は一般用電気工作物をターゲットとしているため、手続き不要
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書：電気事業法施行規則第７８条に則り確認する

一 使用前自己確認を行った年月日
二 使用前自己確認の対象
三 使用前自己確認の方法
四 使用前自己確認の結果
五 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者
（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。）の氏名
六 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、
その設置者が使用前自己確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、
その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
七 使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
八 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる
電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類
（別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる
電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第三の第一号の（六）及び
（七）の下欄に掲げる添付書類を除く。）
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（保安ネット）

保安ネットの 使用前自己確認届出書 は 一般用電気工作物を対象としているため、

自家用電気工作物の場合は 紙 による届出をお願いいたします。

ご不便おかけしますが、
ご理解くださいますよう
お願いいたします。
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る

（自家用） （一般用）

自家用と一般用の
大きな違いは
５．と６．の
書き方
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 別紙：具体的な確認を行う
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 別紙：具体的な確認を行う

具体的な確認内容は下記アドレスを参照

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/
files/20240328shiyoumaekensakaishaku.pdf

太陽電池発電所は
１Ｐ３９～Ｐ４４、別添資料Ｐ９～Ｐ１３
（太陽電池発電設備もここで確認する）

風力発電所は
１Ｐ４５～Ｐ４９、別添資料Ｐ１４～Ｐ１７
（風力発電設備もここで確認する）

ページは法改正によって変わるため、
常に最新のものを確認してください
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る

当署は内容を確認している
該当なしであっても、添付があれば、
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自家用電気工作物に関する手続き

⚫ 使用前自己確認結果届出書（紙） 電気事業法施行規則第７８条に則る

他に添付が必要なもの

／主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図

／発電方式に関する説明書

／（必要に応じて）
／／許可（砂防、地すべりなど）を受けたところに従って行われたことを示す書類
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